
地方自治法第 199条は、監査委員の職務権限に関する基本規定です。 

定期監査 地方自治法第 199 条第 1 項・第 4 項 

行政監査 地方自治法第 199 条第 1 項・第 2 項 

財産監査 地方自治法第 199 条第 1 項・第 5 項 

工事監査 地方自治法第 199 条第 1 項・第 5 項 

特定項目監査 地方自治法第 199 条第 1 項・第 5 項 

財政援助団体等監査 地方自治法第 199 条第 1 項・第 7 項 

指定管理者監査 地方自治法第 199 条第 1 項・第 7 項 

長の要求による監査 地方自治法第 199 条第 1 項・第 6 項 

 

地方自治法第 199条 

第 1項 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通

地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 

第 2項 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるとき

は、普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会

の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の

安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とす

ることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。）の執行について監



査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項

は、政令で定める。 

第 3項 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつて

は、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団

体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及

び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、

意を用いなければならない。 

第 4項 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の

規定による監査をしなければならない。 

第 5項 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるとき

は、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。 

第 6項 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体

の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について

監査をしなければならない。 

第 7項 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長

の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付

金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の

事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地



方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が

借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受

益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第

二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものに

ついても、同様とする。 

第 8項 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭

を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類そ

の他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことがで

きる。 

第 9項 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る

事項についての監督又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査につ

いて、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び

長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委

員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委

員に提出するとともに、これを公表しなければならない。 

第 10項 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当

該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項

又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出するこ



とができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなけれ

ばならない。 

第 11項 監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査

の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙

管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業

委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があ

ると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ず

べきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告

の内容を公表しなければならない。 

第 12項 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定

による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議による

ものとする。 

第 13項 監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定に

ついて、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定す

ることができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査

委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選

挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農



業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公

表しなければならない。 

第 14項 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査

の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報

告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員

会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会そ

の他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査

の結果を参考として措置（次項に規定する措置を除く。以下この項において同

じ。）を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならな

い。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならな

い。 

第 15項 監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体

の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、

公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、

当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に

通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を

公表しなければならない。 

 


